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 病院事業職員の給与に関する規程及び病院事業職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する管理

規程をここに公布する。 

令和４年７月26日 

                             兵庫県病院事業管理者 杉 村 和 朗 

兵庫県病院局管理規程第11号 

病院事業職員の給与に関する規程及び病院事業職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を

改正する管理規程 

（病院事業職員の給与に関する規程の一部改正） 

第１条 病院事業職員の給与に関する規程（平成14年兵庫県病院局管理規程第12号）の一部を次のように改正

する。 

第40条第５項第３号中「育児休業をした期間（当該育児休業の承認に係る期間（当該期間が２以上あると

きは、それぞれの期間を合算した期間）が１箇月以下である場合を除く。）」を「育児休業（次に掲げる育児

休業を除く。）をした期間」に改め、同号に次のように加える。 

  ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から職員の子育て支援に関する条例（平成21

年兵庫県条例第15号。以下「子育て支援条例」という。）第４条に規定する期間内にある育児休業であ

って、当該育児休業の承認に係る期間（当該期間が２以上あるときは、それぞれの期間を合算した期

間）が１箇月以下である育児休業 

  イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から子育て支援条例第４条に規定する期間内

にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間（当該期間が２以上あると

きは、それぞれの期間を合算した期間）が１箇月以下である育児休業 

第65条第６項第３号及び第76条第２項第３号中「育児休業をした期間（当該育児休業の承認に係る期間（当

該期間が２以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間）が１箇月以下である場合を除く。）」を、「育児

休業（次に掲げる育児休業を除く。）をした期間」に改め、同号に次のように加える。 

  ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から子育て支援条例第４条に規定する期間内

にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間（当該期間が２以上あるときは、それぞれ

の期間を合算した期間）が１箇月以下である育児休業 

  イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から子育て支援条例第４条に規定する期間内

にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間（当該期間が２以上あると

きは、それぞれの期間を合算した期間）が１箇月以下である育児休業 

（病院事業職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正） 

第２条 病院事業職員の勤務時間、休暇等に関する規程（平成14年兵庫県病院局管理規程第14号）の一部を次

のように改正する。 

 第20条第10号及び第26条の５第10号中「後８週間」を「以後１年」に改める。 

附 則 

 この管理規程は、令和４年10月１日から施行する。 
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